
番号 件　　　　　名 提出局

1 平成28年度北九州市一般会計予算について

2 平成28年度北九州市国民健康保険特別会計予算について

3 平成28年度北九州市食肉センター特別会計予算について

4 平成28年度北九州市卸売市場特別会計予算について

5 平成28年度北九州市渡船特別会計予算について

6 平成28年度北九州市競輪、競艇特別会計予算について

7 平成28年度北九州市土地区画整理特別会計予算について

8 平成28年度北九州市土地区画整理事業清算特別会計予算について

9 平成28年度北九州市港湾整備特別会計予算について

10 平成28年度北九州市公債償還特別会計予算について

11 平成28年度北九州市住宅新築資金等貸付特別会計予算について

12 平成28年度北九州市土地取得特別会計予算について

13 平成28年度北九州市駐車場特別会計予算について

14 平成28年度北九州市母子父子寡婦福祉資金特別会計予算について

15 平成28年度北九州市産業用地整備特別会計予算について

16 平成28年度北九州市廃棄物発電特別会計予算について

17 平成28年度北九州市漁業集落排水特別会計予算について

18 平成28年度北九州市介護保険特別会計予算について

19 平成28年度北九州市空港関連用地整備特別会計予算について

平成２８年２月市議会定例会　　提出議案件名

財政局



番号 件　　　　　名 提出局

20
平成28年度北九州市学術研究都市土地区画整理特別会計予算につ
いて

21 平成28年度北九州市臨海部産業用地貸付特別会計予算について

22 平成28年度北九州市後期高齢者医療特別会計予算について

23 平成28年度北九州市市民太陽光発電所特別会計予算について

24 平成28年度北九州市上水道事業会計予算について

25 平成28年度北九州市工業用水道事業会計予算について

26 平成28年度北九州市交通事業会計予算について

27 平成28年度北九州市病院事業会計予算について

28 平成28年度北九州市下水道事業会計予算について

29 北九州市行政不服審査法に基づく手数料等に関する条例について

30 北九州市職員の退職管理に関する条例について

31 北九州市事務分掌条例の一部改正について

32
北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例の一部改正について

33 北九州市手数料条例の一部改正について

34 北九州市市税条例の一部改正について

35 法人の市民税の課税の臨時特例に関する条例の一部改正について

36
区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域に関する条
例の一部改正について

37 北九州市スポーツによるにぎわいづくり基金条例について

38 北九州市スポーツ施設条例の一部改正について

39 北九州市立消費生活センター条例について

財政局

総　務
企画局

財政局

市民文化
ｽﾎﾟｰﾂ局



番号 件　　　　　名 提出局

40 北九州市民生委員の定数を定める条例の一部改正について

41 北九州市介護保険条例等の一部改正について

42 北九州市国民健康保険条例の一部改正について

43
北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい
て

44 北九州市渡船事業条例の一部改正について

45 北九州市公設地方卸売市場条例の一部改正について

46 北九州市自転車の放置の防止に関する条例の一部改正について 建設局

47 北九州市建築審査会条例の一部改正について
建　築
都市局

48 北九州市火災予防条例の一部改正について 消防局

49 北九州市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 病院局

50
北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい
て

教　育
委員会

51 北九州市立美術館改修工事請負契約締結について

52 砂津長浜線道路改良工事（２７－１）請負契約締結について

53～68
連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る直方市ほか１５市町
との連携協約の締結に関する協議について

総　務
企画局

69 北九州市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について
市民文化
ｽﾎﾟｰﾂ局

70 市有地の処分について
産　業
経済局

71 市有地の処分について
建　築
都市局

72 市有地の処分について
港　湾
空港局

73
鹿児島本線門司・小倉間仮称砂津架道橋新設工事委託協定の一部
変更について

建設局

74
道路の整備に関する基本計画の変更に係る福岡北九州高速道路公
社の定款の変更について

75
基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更
に関する同意について

建　築
都市局

保　健
福祉局

産　業
経済局

契約室



番号 件　　　　　名 提出局

76 町の区域の変更について
建　築
都市局

77 損害賠償の請求に関する訴えの提起について

78 土地の取得について

79 公有水面埋立てに関する意見について

80
交通局嘱託員に係る未払賃金等請求控訴事件に関する和解につい
て

交通局

81 包括外部監査契約締結について
監　査
事務局

82 指定管理者の指定について（北九州市立浅生スポーツセンター）
市民文化
ｽﾎﾟｰﾂ局

83 平成27年度北九州市一般会計補正予算について

84 平成27年度北九州市一般会計補正予算について

85 平成27年度北九州市国民健康保険特別会計補正予算について

86 平成27年度北九州市競輪、競艇特別会計補正予算について

87 平成27年度北九州市土地区画整理特別会計補正予算について

88 平成27年度北九州市港湾整備特別会計補正予算について

89 平成27年度北九州市土地取得特別会計補正予算について

90
平成27年度北九州市学術研究都市土地区画整理特別会計補正予算
について

91 平成27年度北九州市交通事業会計補正予算について

92 平成27年度北九州市下水道事業会計補正予算について

港　湾
空港局

財政局



平成２８年２月市議会定例会 提出議案

議 案 種 別 件数（件）

予 算 議 案 ２８

条 例 議 案 ２２

一 般 議 案 ３２

補 正 予 算議 案 １０

合    計 ９２



№ 件     名 要     旨 

平

成

28

年

度

予

算

規

模

区     分 予 算 総 額 

一 般 会 計 5,514 億 5,400 万円 

特 別 会 計 5,696 億 2,070 万円 

企 業 会 計 1,239 億 8,895 万円 

合     計 1 兆 2,450 億 6,365 万円 

1 

 平成 28 年度北九州市 

 一般会計 

 予算について 

 予算額   5,514 億 5,400 万円

2 

 平成 28 年度北九州市 

 国民健康保険 

 特別会計予算について 

 予算額   1,348 億 5,500 万円

3 

 平成 28 年度北九州市 

 食肉センター 

 特別会計予算について 

 予算額     3 億 6,500 万円 

4 

 平成 28 年度北九州市 

 卸売市場 

 特別会計予算について 

予算額     7 億 6,020 万円 

－１－ 



№ 件     名 要     旨 

5 

 平成 28 年度北九州市 

 渡船 

 特別会計予算について 

予算額      3 億 1,560 万円 

6 

 平成 28 年度北九州市 

 競輪、競艇 

 特別会計予算について 

予算額   1,143 億 1,800 万円 

7 

 平成 28 年度北九州市 

 土地区画整理 

 特別会計予算について 

 予算額    14 億 9,500 万円 

8 

 平成 28 年度北九州市 

 土地区画整理事業清算 

 特別会計予算について 

 予算額        110 万円

9 

 平成 28 年度北九州市 

 港湾整備 

 特別会計予算について 

 予算額     45 億 6,500 万円 

10

 平成 28 年度北九州市 

 公債償還 

 特別会計予算について 

予算額   1,930 億 7,700 万円 

11

 平成 28 年度北九州市 

 住宅新築資金等貸付 

 特別会計予算について 

予算額    0,000 億 3,000 万円 

－２－ 



№ 件     名 要     旨 

12

 平成 28 年度北九州市 

 土地取得 

 特別会計予算について 

予算額   1,938 億 6,700 万円 

13

 平成 28 年度北九州市 

 駐車場 

 特別会計予算について 

 予算額      3 億 9,200 万円 

14

 平成 28 年度北九州市 

 母子父子寡婦福祉資金 

 特別会計予算について 

 予算額      8 億 9,520 万円 

15

 平成 28 年度北九州市 

 産業用地整備 

 特別会計予算について 

予算額      6 億 7,600 万円 

16

 平成 28 年度北九州市 

 廃棄物発電 

 特別会計予算について 

 予算額    29 億 3,700 万円

17

 平成 28 年度北九州市 

 漁業集落排水 

 特別会計予算について 

予算額      1 億 1,430 万円 

18

 平成 28 年度北九州市 

 介護保険 

 特別会計予算について 

 予算額    928 億 9,200 万円 

－３－ 



№ 件     名 要     旨 

19

 平成 28 年度北九州市 

 空港関連用地整備 

 特別会計予算について 

 予算額         330 万円 

20

 平成 28 年度北九州市 

 学術研究都市土地区画整理

 特別会計予算について 

 予算額    25 億 3,800 万円 

21

 平成 28 年度北九州市 

 臨海部産業用地貸付 

 特別会計予算について 

予算額     4 億 4,560 万円 

22

 平成 28 年度北九州市 

 後期高齢者医療 

 特別会計予算について 

予算額    149 億 9,500 万円 

23

 平成 28 年度北九州市 

 市民太陽光発電所 

 特別会計予算について 

予算額    145 億 8,340 万円 

24

 平成 28 年度北九州市 

 上水道 

 事業会計予算について 

 予算額    338 億 0,733 万円 

25

 平成 28 年度北九州市 

 工業用水道 

 事業会計予算について 

予算額     29 億  189 万円 

－４－ 



№ 件     名 要     旨 

26

 平成 28 年度北九州市 

 交通 

 事業会計予算について 

予算額     22 億  512 万円 

27

 平成 28 年度北九州市 

 病院 

 事業会計予算について 

予算額    321 億 3,971 万円 

28

 平成 28 年度北九州市 

 下水道 

 事業会計予算について 

 予算額    529 億 3,490 万円 

－５－ 



Ｎｏ

２９

 北九州市行政不服審査法に基づく手数料等に関する条例について

                 （総務企画局総務部文書課）

行政不服審査法に基づく手数料等に関し必要な事項を定めるもの 

１ 条例の内容 

 （１） 趣旨（第１条） 

 （２） 審理手続における書面の写し等の交付に係る手数料の額等

（第２条） 

  ア 白黒で複写され、又は出力された用紙 １枚につき１０円 

  イ カラーで複写され、又は出力された用紙 １枚につき２０円 

 （３） 手数料の免除（第３条） 

 （４） 北九州市行政不服審査会における書面の写し等の交付に係

る手数料の額等（第４条） 

 （５） 地方自治法の規定において準用する法の規定に基づく手数

料等（第５条） 

 （６） 公職選挙法の規定において準用する法の規定に基づく手数

料等（第６条） 

 （７） 地方税法の規定において準用する法の規定に基づく手数料

等（第７条） 

 （８） 他の法律の規定において準用する法の規定に基づく手数料

等（第８条） 

 （９） 委任（第９条） 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－６－ 



Ｎｏ

３０

 北九州市職員の退職管理に関する条例について 

                 （総務企画局人事部人事課）

地方公務員法の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定

めるもの 

１ 条例の内容 

 （１） 趣旨（第１条） 

（２） 再就職者による依頼等の規制（第２条） 

再就職者のうち、部長又は課長に相当する職に離職した日の５

年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職

していた執行機関の組織等の役職員等に対し、契約等事務であっ

て離職した日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたと

きの職務に限る。）に属するものに関し、離職後２年間、職務上

の行為を依頼等してはならないことを定める。   

（３） 市長への届出（第３条） 

 管理又は監督の地位にある職員の職に就いていた者は、離職後

２年間、営利企業以外の事業の団体又は営利企業の地位に就いた

場合は、速やかに、市長に届け出なければならないことを定める

。 

（４） 罰則（第４条） 

（３）の市長への届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、１

０万円以下の過料に処することを定める。 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－７－ 



Ｎｏ

３１

 北九州市事務分掌条例の一部改正について 

                 （総務企画局人事部人事課）

技術監理局及び企画調整局を新設する等のため、関係規定を改めるも

の 

１ 改正の内容（第１条関係） 

現   行 改 正 後 

契約室 

（１） 工事及び物品の契約に関する事項 

技術監理室 

（１） 工事関係の技術の管理に関する事項 

 （２） 工事の検査に関する事項

総務企画局 

（１） 議会及び市の行政一般に関する事項

（２） 重要事項の計画、調査、立案及び総 

合調整に関する事項 

（３） 市の長期総合計画に関する事項 

（４） 職員の人事、給与及び福利厚生に関 

する事項 

（５） 事務事業の調査及び能率並びに文書 

に関する事項 

（６） 男女共同参画社会の形成に関する事 

  項  

（７） その他他の主管に属しない事項 

技術監理局 

（１） 工事関係の技術の管理に関する事項

（２） 工事の検査に関する事項 

 （３） 工事及び物品の契約に関する事項 

企画調整局 

（１） 重要事項の計画、調査、立案及び総 

合調整に関する事項 

 （２） 市の長期総合計画に関する事項 

 （３） 公共施設マネジメントに関する事項 

総務局 

（１） 議会及び市の行政一般に関する事項 

 （２） 職員の人事、給与及び福利厚生に関 

する事項 

 （３） 事務事業の調査及び能率並びに文書 

に関する事項 

 （４） 男女共同参画社会の形成に関する事 

項  

（５） その他他の主管に属しない事項

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－８－ 



Ｎｏ

３２

 北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部改正について 

                 （総務企画局人事部給与課）

地方公務員災害補償法施行令等の一部改正に伴い、他の法令による給

付との調整に係る率を変更するため、関係規定を改めるもの 

１ 障害厚生年金等（障害基礎年金が支給される場合を除く。）との

併給に係る調整率の変更（付則第５条関係） 

補償の種類 現 行 改正後 

傷病補償年金 ０．８６ ０．８８

休業補償 ０．８６ ０．８８

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－９－ 



Ｎｏ

３３

北九州市手数料条例の一部改正について 

（財政局財務部財政課)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に係る手数

料等を新設するため、関係規定を改めるもの 

１ 住宅を増築し、又は改築する場合の長期優良住宅建築等計画の認 

 定の申請に対する審査に係る手数料の新設（別表関係） 

手数料を徴収

する事務 
区分 手数料の金額 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の認定又は変

更の認定の申

請に対する審

査 

一 戸 建

て の 住

宅 

１件につき 

 (1) 登録住宅性能評価機関による適合証がある場合 

   11,000 円（変更の場合 5,500 円） 

 (2) 登録住宅性能評価機関による適合証がない場合 

   70,000 円（変更の場合 35,000 円）

共 同 住

宅等 

１件につき 

 (1) 登録住宅性能評価機関による適合証がある場合 

   床面積（変更の場合は、変更に係る床面積の２分の

  １）に応じて 19,000 円～342,000 円 

 (2) 登録住宅性能評価機関による適合証がない場合 

   床面積（変更の場合は、変更に係る床面積の２分の

  １）に応じて 168,000 円～5,326,000 円 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査等 

 に係る手数料の新設（別表関係） 

手数料を徴収

する事務 
区分 手数料の金額 

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上に関

する法律の規

定に基づく建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画の認定

又は変更の認

定の申請に対

する審査 

基

本

的

審

査

手

数

料

一戸建ての住宅 １ 件 につき 5,000 円 （ 変 更の場 合

2,500 円）

共同住宅等の住戸部分及

び共用部分 

１件につき 10,000 円～85,000 円（変

更の場合 5,000～42,500 円） 

共同住宅等の非住宅部分

及び非住宅建築物 

１件につき 10,000 円～213,000 円 

(変更の場合 5,000 円～106,500 円)

技

術

的

審

査

一戸建ての住宅 １件につき 32,000 円～36,000 円（変

更の場合 16,000 円～18,000 円） 

共同住宅等の住戸部分及 

び共用部分 

１件につき 64,000 円～213,000 円(変

更の場合 32,000 円～106,500 円） 

（次頁に続く）

－１０－ 



（続き） 

 手

数

料

共 同 住 宅

等 の 非 住

宅 部 分 及

び 非 住 宅

建築物 

モデル建物法に

よる評価を行う

場合 

１件につき 83,000 円～249,000 円

（変更の場合 41,500 円～124,500

円） 

標準入力法又は

主要室入力法に

よる評価を行う

場合 

１件につき 232,000 円～712,000 円

（ 変 更 の 場 合  116,000 円 ～

356,000 円） 

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上に関

する法律の規

定に基づく建

築物エネルギ

ー消費性能に

係る認定の申

請に対する審

査 

基

本

的

審

査

手

数

料

一戸建ての住宅 １件につき 5,000 円

共同住宅等の住戸部分及び

共用部分 

１件につき 10,000 円～85,000 円 

共同住宅等の非住宅部分及

び非住宅建築物 

１件につき 10,000 円～213,000 円 

技

術

的

審

査

手

数

料

一 戸 建 て

の住宅 

性能基準による

評価を行う場合

１件につき 32,000 円～36,000 円 

仕様基準による

評価を行う場合

１件につき 15,000 円～16,000 円 

共 同 住 宅

等 の 住 戸

部 分 及 び

共用部分 

性能基準による

評価を行う場合

１件につき 64,000 円～213,000 円 

仕様基準による

評価を行う場合

１件につき 25,000 円～81,000 円 

共 同 住 宅

等 の 非 住

宅 部 分 及

び 非 住 宅

建築物 

モデル建物法に

よる評価を行う

場合 

１件につき 83,000 円～249,000 円 

標準入力法又は

主要室入力法に

よる評価を行う

場合 

１件につき 232,000 円～712,000 円

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－１１－ 



Ｎｏ

３４

北九州市市税条例の一部改正について 

（財政局税務部税制課） 

地域再生法に基づく地域再生計画に沿って整備された一定の施設につ

いて、固定資産税の不均一課税を行うため、関係規定を改めるもの 

 １ 固定資産税の不均一課税 

地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法の認

定を受けた事業者が、当該計画に従って特定業務施設を新設し、又

は増設した場合は、当該特定業務施設の用に供する家屋又は構築物

及び当該家屋又は構築物の敷地である土地等に対する固定資産税に

ついて、不均一課税を行う。（付則第１５条の２、第１５条の７、

第１５条の８関係） 

   不均一課税の税率 

年  度 税  率 

初年度 １００分の０．１４ 

第２年度 １００分の０．３５ 

第３年度 １００分の０．７ 

２ 施行期日 

  公布の日 

－１２－ 



Ｎｏ

３５

法人の市民税の課税の臨時特例に関する条例の一部改正について 

（財政局税務部税制課）

法人の市民税の課税の臨時特例措置の期間を延長するため、関係規定

を改めるもの 

１ 臨時特例措置の期間の延長（第２条関係） 

現 行 改正後 

昭和５１年１０月１日から 

平成２８年９月３０日まで 

昭和５１年１０月１日から 

平成３３年９月３０日まで 

２ 施行期日 

    公布の日 

－１３－ 



Ｎｏ

３６

 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域に関する条

例の一部改正について 

             （市民文化スポーツ局市民部総務課）

地方自治法の一部改正に伴い、区の事務所が分掌する事務を定めるた

め、関係規定を改めるもの 

１ 題名の改正（題名関係） 

現 行 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区

域に関する条例 

改正後 区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域

及び事務分掌に関する条例 

２ 区の事務所の事務分掌（第３条関係） 

（１） 区が主体となって行うまちづくりに関する事項 

（２） 区におけるコミュニティの活動の支援に関する事項 

（３） 住民基本台帳及び戸籍に関する事項 

（４） 区における社会福祉、社会保障及び保健衛生に関する事項 

（５） 区における道路その他土木に関する事項 

（６） 区における子ども及び家庭に係る行政サービスに関する事

項  

（７） その他区における行政サービスに関する事項 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－１４－ 



Ｎｏ

３７

北九州市スポーツによるにぎわいづくり基金条例について 

（市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課)

北九州市におけるスポーツの普及及び振興を図り、もってまちのにぎ

わいを創出するため、北九州市スポーツによるにぎわいづくり基金を設

置するもの 

１ 条例の内容 

  （１） 設置（第１条） 

  （２） 基金の積立て（第２条） 

  （３） 管理（第３条） 

  （４） 運用益金の処理（第４条） 

  （５） 繰替運用（第５条） 

  （６） 処分（第６条） 

  （７） 委任（第７条） 

２ 施行期日 

   公布の日 

－１５－ 



Ｎｏ

３８

北九州市スポーツ施設条例の一部改正について 

（市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課）

北九州市立浅生スポーツセンターの使用料を定めるため、関係規定を

改めるもの 

１ 浅生スポーツセンターの使用料の新設（別表第２関係） 

（次頁に続く）

共

用

体

育

館

区分 一般 高等学校の生徒 小・中学校の

児童及び生徒

１人１回（２時間以内） 260 円 130 円 80 円

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２

時間以内） 

2,340 円 1,170 円 720 円

温
水
プ
ー
ル

区分 一般 中学校の生徒 小学校の児童

以下の者 

７月及

び８月

その他

の月 

７月及

び８月

その他

の月 

７月及

び８月

その他

の月 

個人 １人１回（２時

間以内） 

円

260

円

400

円

200

円

250

円

100

円

120

団体 ３０人以上

５０人未満

１人１回（２時

間以内） 

230 360 180 225 90 105

５０人以上 １人１回（２時

間以内） 

205 320 160 200 80 95

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２時

間以内） 

2,340 3,200 1,800 2,000 900 960

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

高等学校の生徒以上の者 １人１回（２時間以内） 300 円

回数券(１０枚

つづり) 

１人１回(２時

間以内) 

2,700 円

庭

球

場

区分 一般 高等学校の生徒 小・中学校の

児童及び生徒

１人１回（２時間以内) 円

330

円

160

円

100

回数券（１０枚

つづり） 

１人１回(２時間

以内) 

2,970 1,440 900

定期券 １月 3,960 1,920 1,200

６月 16,500 8,000 5,000

１２月 23,760 11,520 7,200

－１６－ 



（続き） 

  ２ 施行期日 

    平成２８年９月 1 日 

 柔

剣

道

場

区分 一般 高等学校の生徒 中学校の生徒以

下の者 

１人１回（２時間以内) 円

260

円

130

円

80

回数券（１０

枚つづり） 

１人１回（２時間以

内） 

2,340 1,170 720

定期券 １月 3,120 1,560 960

３月 5,720 2,860 1,760

弓

道

場

区分 一般 高等学校の生徒以下の者

１人１回（２時間以内） 170 円 80 円

回数券（１０

枚つづり） 

１人１回（２時間以

内） 

1,530 円 720 円

専

用

区分 ９時～１２時 １２時～１７時 １７時～２１時

平日 土曜日

日曜日

休日 

平日 土曜日

日曜日

休日 

平日 土曜日

日曜日

休日 

体育館 Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

多目的ホール 520 650 1,100 1,300 1,110 1,300

温
水
プ
ー
ル

区分 ７月及び８月 その他の月 

平日 １回（２時間以内） 5,700 円 9,000 円

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（２時間以内） 6,800 円 11,300 円

庭球場 １面１回（２時間以内） 1,680 円

柔

剣

道

場

区分 ９時～１２時 １２時～１７時 １７時～２１時

柔道場 

剣道場 

1,750 円 3,100 円 3,100 円

弓道場 １時間又はその端数ごとに 800 円

駐

車

場

１ １台につき２時間３０分までは１００円とし、２時間３０分を超える場合は２時間

３０分を超える３０分又はその端数ごとに１００円とする。ただし、１日に連続して

４時間を超えて駐車したときは、１日当たり５００円とする。 

２ 浅生スポーツセンターの利用者以外の者が利用する場合は、１台につき３０分又は

その端数ごとに１００円とする。 

３ 駐車時間が２０分以内のときは、無料とする。 

－１７－ 



Ｎｏ

３９

北九州市立消費生活センター条例について 

（市民文化スポーツ局安全・安心推進部消費生活センター）

消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営等

に関する事項を定めるもの 

 １ 条例の内容 

  （１） 趣旨（第１条） 

  （２） 設置（第２条） 

  （３） 事業（第３条） 

  （４） 館長及び職員の配置（第４条） 

  （５） 消費生活相談員の配置（第５条） 

  （６） 消費生活相談員の人材及び処遇の確保（第６条） 

  （７） 職員に対する研修（第７条） 

  （８） 情報の安全管理（第８条） 

  （９） 委任（第９条） 

 ２ 施行期日 

   平成２８年４月１日 

－１８－ 



Ｎｏ

４０

北九州市民生委員の定数を定める条例の一部改正について 

（保健福祉局地域支援部いのちをつなぐネットワーク推進課）

民生委員の定数の適正化を図るため、関係規定を改めるもの 

１ 民生委員の定数の変更 

現行 改正後 

１，５６８人 １，５８２人 

２ 施行期日 

    平成２８年１２月１日 

－１９－ 



Ｎｏ

４１

北九州市介護保険条例等の一部改正について 

（保健福祉局地域支援部介護保険課）

介護保険法の一部改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の事

業者の指定の申請に係る手数料を定める等のため、関係規定を改めるも

の 

１ 北九州市介護保険条例の一部改正 

    介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に係る手 

   数料の新設（別表関係） 

 手数料を徴収する事務 金額 

介護予防・日常生活支援総合事業の指定

事業者の指定の申請に対する審査 

１件につき３０，０００円 

介護予防・日常生活支援総合事業の指定

事業者の指定の更新の申請に対する審査 

１件につき２０，０００円 

  ２ 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用をふれあい 

   むら社ノ木デイサービスセンターの使用料として定める。（別表第

４関係） 

  ３ 北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に 

   関する条例の一部改正 

    地域密着型通所介護の実施に必要な基準を定める。（別表第１、 

   別表第２、別表第３関係） 

  ４ 施行期日     

    １及び２は、規則で定める日   

  ３は、平成２８年４月１日 

－２０－ 



Ｎｏ

４２

北九州市国民健康保険条例の一部改正について 

（保健福祉局保健医療部保険年金課）

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の基礎賦課限度額等

を変更するため、関係規定を改めるもの 

１ 基礎賦課限度額の変更（第１３条関係） 

現行 改正後 

５２万円 ５４万円 

２ 後期高齢者支援金等賦課限度額の変更（第１４条の９関係） 

現行 改正後 

１７万円 １９万円 

  ３ 保険料の軽減判定所得基準の緩和（第２０条関係） 

軽減割合 現行 改正後 

 ５割 

世帯主及び世帯に属する被保険

者の所得の合計が、地方税法第

３１４条の２第２項に規定する

金額に被保険者の数の合計数に

２６万円を乗じて得た金額を加

算した金額を超えない場合 

世帯主及び世帯に属する被保険

者の所得の合計が、地方税法第

３１４条の２第２項に規定する

金額に被保険者の数の合計数に

２６万５，０００円を乗じて得

た金額を加算した金額を超えな

い場合 

 ２割 

世帯主及び世帯に属する被保険

者の所得の合計が、地方税法第

３１４条の２第２項に規定する

金額に被保険者の数の合計数に

４７万円を乗じて得た金額を加

算した金額を超えない場合 

世帯主及び世帯に属する被保険

者の所得の合計が、地方税法第

３１４条の２第２項に規定する

金額に被保険者の数の合計数に

４８万円を乗じて得た金額を加

算した金額を超えない場合 

４ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２１－ 



Ｎｏ

４３

北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

（保健福祉局保健医療部食肉センター)

北九州市立食肉センターの冷蔵庫使用料の適正化を図るため、関係規

定を改めるもの 

１ 食肉センターの冷蔵庫使用料の改定（別表第２関係） 

現行 改正後 

牛、馬、子牛又は子馬 ２分

体１件１日につき１５７円 

牛、馬、子牛又は子馬 ２分

体１件１日につき１８９円 

豚、山羊又はめん羊 ２分体

１件１日につき６３円 

豚、山羊又はめん羊 ２分体

１件１日につき７５円 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２２－ 



Ｎｏ

４４

北九州市渡船事業条例の一部改正について 

（産業経済局観光にぎわい部渡船事業所）

学校教育法の一部改正に伴い、関係規定を改めるもの 

  １ 義務教育学校制度の創設に伴う渡船使用料に係る規定の整備（別 

   表第１、別表第２関係） 

    義務教育学校の前期課程に就学する児童ついては、渡船使用料の 

   「小児」区分を適用する。 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２３－ 



Ｎｏ

４５

北九州市公設地方卸売市場条例の一部改正について 

（産業経済局中央卸売市場)

加工所の新設に伴い、使用料を設定する等のため、関係規定を改める

もの 

１ 事務室使用料及び加工所使用料の新設（別表第４関係） 

冷蔵庫棟事務室 １平方メートル１月につき７００円 

加工所Ｂ １平方メートル１月につき１，４００円 

２ 冷蔵庫使用料の改定（別表第４関係） 

現行 改正後 

製 氷

冷 蔵

庫 

１棟１月につき 

４ ， ０６ ０， ０ ００円

（製氷量が月１，２００

トンを超える場合にあっ

ては、製氷量１トンにつ

き２，２００円として計

算した額を加算した額と

する。） 

冷蔵

庫 

保管量１トン１日に

つき３７円 

製氷

機 

製氷量１トンにつき

１，３４８円 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２４－ 



Ｎｏ

４６

北九州市自転車の放置の防止に関する条例の一部改正について 

（建設局道路部道路維持課)

放置自転車の移動及び保管に要した費用として徴収する額の適正化を

図るため、関係規定を改めるもの 

１ 放置自転車の移動及び保管に要した費用として徴収する額の改定 

 （第１４条関係） 

現行 改正後 

１台につき１，６００円 １台につき２，０００円 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２５－ 



Ｎｏ

４７

北九州市建築審査会条例の一部改正について 

（建築都市局指導部宅地指導課)

建築基準法の一部改正に伴い、北九州市建築審査会の委員の任期を定

めるため、関係規定を改めるもの 

１ 委員の任期に係る規定の追加（第３条関係） 

  委員の任期は、２年とする。 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２６－ 



Ｎｏ

４８

北九州市火災予防条例の一部改正について 

（消防局予防部指導課）

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、関係

規定を改めるもの 

１ グリドル付こんろが建築物等との間に保たなければならない距離

を定める。（別表第１、別表第２関係） 

２ ５．８キロワット以下の電磁誘導加熱式調理器が建築物等との間

に保たなければならない距離を定める。（別表第２関係） 

３ 施行期日 

 平成２８年４月１日 

区分 上方 側方 前方 後方 

不燃材料以外の材料による仕上げ

をした建築物等との距離 
１００ １５ １５ １５

不燃材料による仕上げをした建築

物等との距離
８０ ０ ― ０

区分 上方 側方 前方 後方 

不燃材料以外の材料による仕上げ

をした建築物等との距離 
１００ ２ ２ ２

不燃材料による仕上げをした建築

物等との距離
８０ ０ ― ０

－２７－ 

※単位：センチメートル 

※単位：センチメートル 



Ｎｏ

４９

 北九州市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

                      （病院局経営課）

北九州市立八幡病院に消化器外科を新設するため、関係規定を改める

もの 

１ 八幡病院の診療科目の新設（別表第１関係） 

現   行 改 正 後 

内科、精神科、循環器内科、

小児科、外科、整形外科、形

成外科、脳神経外科、呼吸器

外科、皮膚科、泌尿器科、産

婦人科、眼科、耳鼻いんこう

科、放射線科、救急科、麻酔

科、歯科 

内科、精神科、循環器内科、

小児科、外科、整形外科、形

成外科、脳神経外科、呼吸器

外科、消化器外科、皮膚科、

泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、放射線科、救急

科、麻酔科、歯科 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２８－ 



Ｎｏ

５０

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

（教育委員会中央図書館庶務課）

北九州市立八幡図書館を移転するため、関係規定を改めるもの 

１ 八幡図書館の移転（別表第２関係） 

現行 改正後 

北九州市八幡東区尾倉二丁目

６番２号 

北九州市八幡東区尾倉二丁目

６番１号 

２ 施行期日 

    規則で定める日 

－２９－ 



Ｎｏ

５１

北九州市立美術館改修工事請負契約締結について 

                      （契約室契約課）

 １ 契約金額   ７億４，２６０万８，０００円  

２ 契約方法   一般競争入札 

  ３ 工  期   契約締結の日から平成２９年６月１９日 

４ 契約の相手方 北九州市八幡西区藤田一丁目１０番３３号

           株式会社安永組 

           代表取締役 安永 源五 

－３０－ 



Ｎｏ

５２

砂津長浜線道路改良工事（２７－１）請負契約締結について 

                      （契約室契約課）

 １ 契約金額 １２億９，６００万円 

２ 契約方法 一般競争入札 

３ 工  期 契約締結の日から平成３０年３月１５日まで 

４ 契約の相手方 岡本・大膳共同企業体 

  代表者 北九州市小倉北区貴船町９番１３号 

      岡本土木株式会社 

      代表取締役社長 片岡敏彦 

構成員 北九州市八幡西区大膳二丁目４番２６号

        有限会社大膳建設 

        代表取締役 河本龍敏 

－３１－ 



Ｎｏ

53～68

連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る直方市ほか１５市町

との連携協約の締結に関する協議について 

（総務企画局政策部企画課）

地方自治法に規定する連携協約を直方市ほか１５市町と締結するた

め、これらの市町と協議するもの 

１ 連携協約を締結する市町 

 直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡

垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、上毛

町及び築上町 

 ２ 協約の内容 

（１） 目的（第１条） 

（２） 基本方針（第２条） 

（３） 連携する取組及び役割分担（第３条） 

（４） 事務執行及び費用負担等（第４条） 

（５） 北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョンの策定（第５条） 

（６） 協議（第６条） 

３ 連携する取組（第３条関係） 

 （１） 経済成長のけん引に係る取組の内容（別表第１） 

取組内容 

経済戦略の策定 圏域全体の経済成長をけん引するため、北

九州地域連携懇談会を開催し、圏域の成長

戦略である北九州都市圏域連携中枢都市圏

ビジョンの進捗管理等を行う。 

（次頁に続く）

－３２－ 



（続き） 

戦略産業の育成 圏域における戦略産業の特定、産業クラス

ターの形成、創業促進など、圏域全体の産

業力強化に関する取組を行う。 

地域資源を活用

した地域経済の

裾野拡大 

圏域資源を活用し、販路開拓など圏域にお

ける経済の活性化に資する取組を行う。 

戦略的な観光施

策 

圏域内外からの観光客の誘致のほか、圏域

内での交流人口の増加に取り組む。 

その他経済成長

のけん引に係る

取組 

圏域への新しい人の流れをつくるための取

組を行う。 

（２） 高次の都市機能の集積及び強化に係る取組の内容（別表第２）

取組内容 

高度な医療サー

ビスの提供 

圏域住民の医療需要に対応するため高度急

性期医療等の提供を図る。 

圏域の中心拠点

の整備及び圏域

内外を結ぶ交通

環境の強化 

圏域の中心拠点である小倉駅周辺のにぎわ

いを創出するための整備及び圏域内外を結

ぶ交通環境の強化に向けた取組を行う。 

高等教育及び研

究開発の環境整

備 

圏域に集積する自動車関連企業の需要に応

じるため、産業人材育成の強化を図る。 

（次頁に続く）

－３３－ 



（続き） 

その他高次の都

市機能の集積及

び強化に係る取

組 

北九州空港の機能拡充及び利用促進を図

り、人的交流、物流及び産業の拠点化を推

進する。 

（３） 生活関連機能サービスの向上に係る取組の内容（別表第３）

ア 生活機能の強化に係る政策分野 

取組内容 

地域医療 高齢者の在宅医療及び在宅介護の推進な

ど、圏域の需要に応じた取組を行う。 

介護 圏域の高齢者支援のネットワークをつな

ぐ取組を行う。 

福祉 子育て環境の充実その他の圏域の福祉向

上に向けた取組を行う。 

教育、文化及びス

ポーツ 

図書館の広域利用、大学による学習の場

の提供及びスポーツ活動の機会の充実に

向けた取組を行う。 

地域振興 若者及び女性の就労支援、農業振興、地

域課題解決に向けた研究など、地域振興

に関する取組を行う。 

災害対策 消防業務の効率化に向けた検討を行うと

ともに、広域的な観点からの災害対策の

推進を図る。 

（次頁に続く）

－３４－ 



（続き） 

環境 圏域全体の環境保全及び循環型社会の構

築に向けた取組を行う。 

上下水道 上下水道分野の広域連携に向けた検討を

行う。 

イ 圏域内外の結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

取組内容 

地域公共交通 公共交通ネットワークの確保及び維持の

ための検討を行う。 

情報通信技術イン

フラの整備 

多様な分野において情報通信技術の効果

的な利活用の促進を図る。 

交通インフラの整

備及び維持 

広域的な地域の連携を促す道路ネットワ

ークづくりのための取組を行う。 

地産地消 圏域内での地産地消を推進するための取

組を検討し、実施する。 

交流及び移住の促

進等 

圏域への移住及び定住に向けた取組、地

域間の相互理解を深める取組など、地域

の活性化に資する取組を行う。 

（次頁に続く）

－３５－ 



（続き） 

ウ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

取組内容 

人材の育成 圏域の市町職員の能力向上を図るための

研修等を行う。 

圏域の市町職員の

交流 

圏域の市町職員の交流を図るための事業

を共同で行う。 

その他圏域マネジ

メント能力の強化

に係る取組 

圏域のマネジメント能力の強化又は事務

執行の効率化を図るための事業を行う。 

－３６－ 



Ｎｏ

６９

北九州市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について 

（市民文化スポーツ局市民部区政課）

 北九州市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定するもの 

１ 指定する郵便局の名称 

  若松高須郵便局 

  八幡南郵便局 

２ 指定する郵便局において取り扱う事務 

  下記証明書の請求（第三者による請求は除く）の受付及び引渡し 

に関する事務 

 (1) 戸籍の謄抄本等 

 (2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書 

 (3) 戸籍の附票の写し 

 (4) 印鑑登録証明書 

３ 指定する郵便局において事務を取り扱う期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

－３７－ 



Ｎｏ

７０

 市有地の処分について 

 （産業経済局産業振興部新産業振興課）

 若松区小敷ひびきの二丁目に所在する市有地を商業施設用地として売

り払うもの。 

  １ 土地の地目及び所在地 

    宅地 

    若松区小敷ひびきの二丁目１番１０１ 

    若松区小敷ひびきの二丁目１番１０２ 

    若松区小敷ひびきの二丁目１番１０３ 

    若松区小敷ひびきの二丁目１番１０４ 

  ２ 土地の面積 

    ２万４，６２７．２６㎡ 

  ３ 売払い予定金額 

    １６億４，０５５万３，５６０円 

－３８－ 



Ｎｏ

７１

市有地の処分について 

 （建築都市局まちづくり推進室まちづくり推進課）

 八幡西区筒井町に所在する市有地を住宅及び商業施設用地として売り

払うもの 

 １ 土地の地目及び所在地 

宅地 

八幡西区筒井町１０番１ 

 ２ 土地の面積 

１万１８６．７７平方メートル 

 ３ 売払い予定金額 

１１億５，０８４万７，３８９円 

－３９－ 



Ｎｏ

７２

 市有地の処分について 

 （港湾空港局総務港営部立地促進課）

 門司区新門司北一丁目に所在する市有地を倉庫用地として売り払うも

の。 

  １ 土地の地目及び所在地 

    宅地 

    門司区新門司北一丁目１６番５ 

  ２ 土地の面積 

    １万２，４０７．６８㎡ 

  ３ 売払い予定金額 

    ２億９，０３３万９，７１２円 

－４０－ 



Ｎｏ

７３

鹿児島本線門司・小倉間仮称砂津架道橋新設工事委託協定の一部

変更について 

                   （建設局道路部街路課）

  鹿児島本線門司・小倉間仮称砂津架道橋新設工事委託協定について、

委託金額を変更するもの 

 １ 既決委託金額 

８０億円 

２ 変更委託金額 

７６億９，６２５万４，８９４円 

－４１－ 



Ｎｏ

７４

道路の整備に関する基本計画の変更に係る福岡北九州高速道路公

社の定款の変更について  

 （建築都市局計画部都市交通政策課）

  福岡北九州高速道路公社の定款中道路の整備に関する基本計画を変更

するもの 

  道路の整備に関する基本計画の変更（第１５条関係） 

 変  更  後 変  更  前 

路線名

管 理 の 区 間 

路線名

管 理 の 区 間 

起 点 終 点 起 点 終 点 

福 岡 高

速 ３ 号

線 

（ 福 岡

市 道 福

岡 高 速

３号線）

（ 福 岡

市 道 福

岡 高 速

３ 号 線

豊 下 臼

井線） 

福岡市博多

区東光二丁

目 

（福岡市博

多区東光二

丁目） 

（福岡市博

多区豊二丁

目） 

福岡市博多

区大字下臼

井 

(福 岡市博

多区豊二丁

目) 

（福岡市博

多区大字下

臼井) 

福 岡 高

速 ３ 号

線 

（ 福 岡

市 道 福

岡 高 速

３号線）

福岡市博多

区東光二丁

目 

（福岡市博

多区東光二

丁目） 

福岡市博多

区豊二丁目

（福岡市博

多区豊二丁

目） 

－４２－ 



Ｎｏ

７５

基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更

に関する同意について 

（建築都市局計画部都市交通政策課）

  基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更に同

意するもの 

基本財産の額の変更（第１６条関係） 

変 更 前 変 更 後 増 加 額 

基本財産の額 2,212 億 9,760 万円 2,215 億 1,960 万円 2 億 2,200 万円

出

資

の

額

福 岡 県 1,106 億 4,880 万円 1,107 億 5,980 万円 1 億 1,100 万円

福 岡 市 819 億 100 万円 820 億 1,200 万円 1 億 1,100 万円

北九州市 287 億 4,780 万円 287 億 4,780 万円 0 円

－４３－ 



Ｎｏ

７６

 町の区域の変更について 

 （建築都市局整備部区画整理課）

 北九州都市計画事業城野駅北土地区画整理事業の施行に伴い、町の区

域を変更するもの 

変 更 後 変 更 前 の 区 域 

小倉北区東城野町 小倉北区片野新町三丁目 

４の１の一部、４の３の一部、４の１０６の

一部、４の１０７の一部、４の１０８から４

の１２０まで、４の１２１の一部、４の１２

２の一部、４の１３５の一部、４の１３６か

ら４の１５０まで、４の１５１の一部、４の

１５４から４の１６１までの各一部、１４、

１５、１００１の２ 

小倉北区城野団地 

７０の２の一部、７０の１１の一部 

小倉北区城野団地 小倉北区三郎丸二丁目 

１１５の３６の一部、１１５の９２ 

東城野町 

５の４の一部 

－４４－ 



Ｎｏ

７７

 損害賠償の請求に関する訴えの提起について 

 （港湾空港局総務港営部港営課）

 船舶事故に係る損害賠償の請求について訴えを提起するもの 

 １ 相手方 

   台北市 民間会社 

 ２ 請求の要旨 

   相手方は、平成２６年１０月２日、北九州市門司区太刀浦海岸に 

おいて、その運航する船舶による事故により、本市が所有する港湾 

施設を損傷させたので、その損害賠償の請求をするため、訴えを提 

起する。 

 ３ 訴訟遂行の方針 

 （１）第一審判決の結果必要があれば、上訴する 

 （２）訴訟において必要があれば、和解する 

－４５－ 



Ｎｏ

７８

 土地の取得について 

（港湾空港局総務港営部立地促進）

若松区響町一丁目に所在する土地を北九州市地域エネルギー拠点化

推進事業用地として買い入れるもの 

 １ 土地の地目及び所在地 

    雑種地 

    若松区響町一丁目９４番４ 

 ２ 土地の面積 

   ５万２，７９９．６９㎡ 

  ３ 買入れ予定金額 

    ７億６，２６４万２６４円

－４６－ 



Ｎｏ

７９

 公有水面埋立てに関する意見について 

 （港湾空港局整備保全部計画課）

 北九州市出願に係る公有水面埋立てについて、北九州港港湾管理者北

九州市から意見を求められたので、異議ない旨回答するもの 

出 願 人 北九州市 

埋 立 区 域 北九州市若松区響町二丁目４番の地先公有水面 

埋 立 面 積 ３８４，３００．００㎡ 

埋 立 地 の 用 途 製造業用地、緑地及び道路用地 

工 事 施 行 期 間 ２２年 

－４７－ 



Ｎｏ

８０

 交通局嘱託員に係る未払賃金等請求控訴事件に関する和解につい

て 

（交通局総務経営課）

  交通局嘱託員に係る未払賃金等請求控訴事件について和解するもの 

１ 相手方 

福岡県遠賀郡芦屋町 男性 

福岡県中間市    男性 

北九州市八幡西区  男性 

北九州市八幡東区  男性 

福岡県鞍手郡鞍手町 男性 

北九州市八幡西区  男性 

北九州市八幡西区  男性 

北九州市八幡西区  男性 

北九州市八幡西区  男性 

北九州市八幡西区  男性 

福岡県直方市    男性 

北九州市八幡西区  男性 

福岡県遠賀郡遠賀町 男性 

山口県下関市    男性 

２ 和解事項 

（１） 北九州市は、待機時間が労働時間と休憩時間との双方の性格を

有する特殊なものであるとの控訴審裁判所の所見を踏まえ、改め

て待機時間中の業務の発生状況についての実態の把握に努め、市

営バスの嘱託乗務員の待機時間の取扱いにつき、原審の指摘する

問題点のほか、市民の要望や嘱託職員の労働環境も考慮しつつ、

待機時間問題の解決に向けてその改善を速やかに図るものとす

る。                    （次頁に続く）

－４８－ 



－４９－ 

（続き） 

（２） 北九州市は、本和解成立後１箇月以内に、前項についての協議

を開始するものとする。 

（３） 前項の協議の協議対象者は北九州市及び相手方とし、相手方以

外の嘱託乗務員を協議対象者に加えるかどうか及び弁護士の協議

への参加の可否は、その必要性が生じた時点で誠実に協議するも

のとする。 

（４） 北九州市は、相手方に対し、本件解決金として、別紙解決金一

覧表記載の金員（合計８８６万円）の支払義務があることを認め

る。 

（５） 北九州市は、相手方に対し、上記各金員を、和解成立日から１

箇月以内の日限り、相手方の指定する銀行預金口座に振り込む方

法で支払う。 

（６） 相手方は、その余の請求を放棄する。 

（７） 北九州市及び相手方は、本件に関し、北九州市及び相手方との

間に、本和解条項に定めるもののほか、何らかの債権債務がない

ことを相互に確認する。ただし、本件以降の待機時間について発

生する可能性のある未払い賃金請求権はその限りでない。 

（８） 訴訟費用は、第１審、第２審とも各自の負担とする。 



Ｎｏ

８１

 包括外部監査契約締結について 

 （監査事務局第一課）

 １ 契約の目的 

   当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 ２ 契約の始期 

   平成２８年４月１日 

 ３ 契約金額 

   １，８００万円を上限とする額 

 ４ 費用の支払方法 

   監査の結果に関する報告の提出後に一括払い 

 ５ 契約の相手方及びその資格 

   北九州市八幡東区宮の町二丁目４番６号 

   富下博文 

   公認会計士 

－５０－ 



Ｎｏ

８２

指定管理者の指定について(北九州市立浅生スポーツセンター) 

（市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課）

北九州市立浅生スポーツセンターについて指定管理者を指定するもの

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

北九州市立浅生スポーツセンター 

２ 指定管理者に指定するもの 

戸畑スポーツコミュニティ共同事業体 

３ 指定する期間 

平成２８年９月１日から平成３２年３月３１日まで 

－５１－ 



№ 件    名 要       旨 

平

成

27

年

度

予

算

規

模

区  分 補正額の合計 補正後の予算総額 

一般会計 △80 億 2,912 万 1 千円 6,013 億 1,016 万 4 千円 

特別会計 △34 億 8,500 万円    6,791 億 9,700 万 4 千円 

企業会計 △1 億 1,685 万円    1,234 億 8,066 万円  

合  計 116 億 3,097 万 1 千円 1 兆 4,039 億 8,782 万 8 千円 

83

84

平成 27 年度北九州市 

一般会計 

 補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

80 億 2,912 万 1 千円 

6,013 億 1,016 万 4 千円 

85

平成 27 年度北九州市 

国民健康保険特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

25 億 6,500 万円 

1,356 億 7,500 万円 

86

平成 27 年度北九州市 

競輪、競艇特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

4 億円 

1,144 億 6,614 万 7 千円 

87

平成 27 年度北九州市 

土地区画整理特別会計 

補正予算について 

１ 補正額 

 (債務負担)

２ 総 額 

0,0 5 億 2,000 万円 

△ 1 億 2,500 万円 

17 億 6,300 万円 

－５２－ 



88

平成 27 年度北九州市 

港湾整備特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

4 億   0 円 

0,56 億 3,300 万円 

89

平成 27 年度北九州市 

土地取得特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

0 円

27 億 4,690 万円 

90

平成 27 年度北九州市 

学術研究都市土地区画 

整理特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

4 億   0 円 

0,035 億 4,900 万円 

91

平成 27 年度北九州市 

交通事業会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

885 万円 

0,021 億 5,361 万円 

92

平成 27 年度北九州市 

下水道事業会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

1 億  800 万円 

0,568 億 1,862 万円 

－５３－ 


